
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

 

 

  はとやま

 西入間警察署管内では、現在空き巣を対象とした

盗難被害が現在急増していますので、普段からの心

がけで空き巣被害から財産を守りましょう。 

〇 買い物等わずかな時間での外出でも戸締りは 

 完全にする。 

○ ワンドアーツーロックの二重施錠。 

〇 ご近所同士の声掛け等で泥棒に隙を見せない。 

〇 郵便物や新聞等不在を予想させる物はポスト 

 に溜めて置かない。 

〇 センサーライトや防犯カメラ等の防犯グッズ 

 を活用する。 

〇 敷地の門扉等の施錠を徹底する。 

 

● 受付期間 

  令和６年３月１日（金）から 

    ４月12日（金）１７時まで 

● 一次試験日 

  令和６年５月12日（日） 

● お問合せ先 

  西入間警察署 

   電話 ０４９-２８４-０１１０     

  鳩山東駐在所 

   電話 ０４９-２９６-２４５６ 

  までお願いします。 


